
平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
四
日
提
出

質

問

第

一

三

九

号

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
に
お
け
る
罰
則
規
定
の
運
用
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

本

村

賢

太

郎
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マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
に
お
け
る
罰
則
規
定
の
運
用
に
関
す
る
質
問
主
意
書

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
「
本
法
」
と
い
う
。
）
に
基
づ

き
、
国
民
一
人
一
人
に
個
人
番
号
（
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
」
と
い
う
。
）
が
付
与
さ
れ
て
い
る
。

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
四
日
の
閣
議
で
、
政
府
は
官
民
に
よ
る
個
人
情
報
保
護
制
度
の
運
用
を
監
視
す
る
第
三
者
機
関
で

あ
る
個
人
情
報
保
護
委
員
会
（
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
国
会
へ
の
年
次
報
告
を
決
定
し
て
い
る
。

こ
の
報
告
の
中
で
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
が
開
始
し
た
平
成
二
十
七
年
十
月
五
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月
末
ま
で
に
、
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
情
報
の
漏
え
い
や
誤
廃
棄
な
ど
が
地
方
自
治
体
と
民
間
で
計
八
十
三
件
あ
っ
た
こ
と
が
報
じ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
報
告
後
も
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
漏
え
い
、
紛
失
し
た
と
い
う
報
道
が
続
い
て
お
り
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
の
運
用
に
関

し
て
、
懸
念
を
持
た
ざ
る
を
得
な
い
。

本
法
で
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
漏
え
い
等
に
関
し
て
罰
則
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
罰
則
規
定
は
、
い
わ
ゆ
る
両
罰

規
定
と
い
う
厳
し
い
も
の
で
あ
る
が
、
ど
の
よ
う
に
運
用
さ
れ
て
い
く
の
か
が
明
ら
か
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
以
下
質
問
す
る
。

一

政
府
広
報
オ
ン
ラ
イ
ン
で
は
、
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
、
一
生
使
う
も
の
で
す
。
番
号
が
漏
え
い
し
、
不
正
に
使
わ
れ
る
お

一



そ
れ
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
一
生
変
更
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
、
大
切
に
し
て
く
だ
さ
い
」
と
広
報
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
漏
え
い
、
誤
廃
棄
、
紛
失
す
る
事
案
が
多
数
発
生
す
る
こ
と
に
は
懸
念
を
持
た
ざ
る
を
得
な
い
。
こ

の
よ
う
な
事
案
が
発
生
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
政
府
は
ど
の
よ
う
な
認
識
を
持
っ
て
い
る
の
か
。
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た

い
。

二

政
府
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
に
係
る
事
故
、
障
害
、
漏
え
い
事
案
に
つ
い
て
、
政
府
の
把
握
状
況
を
具
体
的
に
示
さ
れ
た

い
。

三

委
員
会
は
、
本
法
第
六
章
の
「
特
定
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
関
す
る
監
督
等
」
で
、
指
導
、
助
言
、
勧
告
、
命
令
等
を
行

う
も
の
と
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
監
督
等
の
権
限
が
具
体
的
に
ど
こ
ま
で
に
及
ぶ
の
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
委
員
会
の

権
限
は
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
。
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

四

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
漏
え
い
、
誤
廃
棄
、
紛
失
す
る
事
案
が
多
数
発
生
し
て
い
る
こ
と
を
勘
案
す
れ
ば
、
委
員
会
は
十
分
に

機
能
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

五

現
在
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
漏
え
い
事
故
に
対
し
て
罰
則
の
適
用
が
な
さ
れ
て
い
な
い
が
、
ど
の
よ
う
な
理
由
か
ら
か
。
政

府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

二



六

本
法
に
お
け
る
罰
則
を
適
用
す
る
場
合
、
誰
が
ど
の
よ
う
に
審
査
し
、
罰
則
を
適
用
す
る
の
か
。
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ

た
い
。

七

本
法
で
は
、
ど
の
よ
う
な
理
由
か
ら
両
罰
規
定
が
採
用
さ
れ
て
い
る
の
か
。
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

八

本
法
の
運
用
に
関
し
て
、
国
の
行
政
機
関
に
お
い
て
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
漏
え
い
が
発
生
し
、
罰
則
が
適
用
さ
れ
る
場
合
、

当
該
機
関
の
主
務
大
臣
の
責
任
が
問
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
か
。
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

九

本
法
の
運
用
に
関
し
て
、
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
漏
え
い
が
発
生
し
、
罰
則
が
適
用
さ
れ
る
場
合
、

当
該
地
方
公
共
団
体
の
長
の
責
任
が
問
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
か
。
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

十

国
の
行
政
機
関
の
主
務
大
臣
あ
る
い
は
地
方
公
共
団
体
の
長
に
対
し
て
、
罰
則
が
適
用
さ
れ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
本
法
の

罰
則
規
定
は
実
効
性
を
持
た
な
い
の
で
は
な
い
か
。
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

十
一

地
方
公
共
団
体
や
本
法
第
十
条
で
い
う
「
個
人
番
号
利
用
事
務
又
は
個
人
番
号
関
係
事
務
の
全
部
又
は
一
部
の
委
託
を

受
け
た
者
は
、
当
該
個
人
番
号
利
用
事
務
等
の
委
託
を
し
た
者
の
許
諾
を
得
た
場
合
に
限
り
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
の
再
委

託
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
さ
れ
た
企
業
等
に
対
し
て
、
本
法
第
十
一
条
で
「
特
定
個
人
情
報
の
安
全
管
理
が
図
ら
れ

る
」
こ
と
を
求
め
て
い
る
が
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
そ
の
も
の
が
漏
え
い
し
て
も
、
具
体
的
な
「
氏
名
、
住
所
、
生
年
月
日
、
性

三



別
」
等
の
個
人
情
報
が
必
ず
し
も
漏
え
い
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
技
術
的
に
安
全
で
あ
る
こ
と
と
相
反
し
て
い
る
の
で
は
な

い
か
。
こ
れ
ら
は
過
剰
な
コ
ス
ト
を
求
め
る
も
の
で
は
な
い
か
。
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

十
二

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
そ
の
も
の
が
漏
え
い
し
て
も
、
技
術
的
に
安
全
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
本
法
の
か
か
る
罰
則
規
定
は
過
剰

で
は
な
い
の
か
。
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

四


